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みやこ町告示第４５号 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和７年４月３０日 

みやこ町長 内 田 直 志   

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱 

 みやこ町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱（平成２７年みやこ町告示第５号）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、震災に強いまちづくり及び脱炭素社会に資するため、木造戸建て

住宅の耐震改修工事及び省エネ改修工事を行う者に対し、予算の範囲内でみやこ町木

造戸建て住宅性能向上改修補助金（以下「補助金」という。）を交付することについ

て、みやこ町補助金等交付規則（平成１８年みやこ町規則第４３号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法（ツーバイフ

ォー工法をいう。）により建築された２階建て以下の木造一戸建て住宅（店舗等の

用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の

２分の１未満であるものを含む。）をいう。 

（２） 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強

方法（建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８

年国土交通省告示第１８４号）に基づき国土交通大臣に認められた方法をいう。）

に定める一般診断法に基づいて、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第

１項に規定する建築士が実施する住宅の地震に対する安全性を評価することをい

う。 

（３） 性能向上改修工事 次に掲げる工事をいう。 

ア 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満である木造戸建て

住宅について、建物全体又は１階部分の上部構造評点が１．０以上になるよう補

強する工事及びこれに伴う耐震設計（工事監理を含む。）をいう。 
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イ 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事（開

口部、く体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事）をいう。 

（４） 建替え等 次に掲げるものをいう。 

ア 建替え及び住替え 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住

宅を建築、賃借等により確保することをいう。 

イ 空き家の相続 空き家を相続又は遺贈により取得したことをいう。 

ウ 移住者による空き家の購入 自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購

入することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情

があると認めるときは、この限りでない。 

 （１） みやこ町（以下「町」という。）に現存する木造戸建て住宅の所有者又は居

住者 

（２） この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者又はこの要綱に基

づく補助金と同種の補助金等を受けたことがない者 

（３） 補助金の交付申請をしようとする日現在において、町に対する支払の義務が

ある案件全てに滞納がない世帯に属する者 

（補助対象住宅） 

第４条 補助金の交付の対象となる木造戸建て住宅（以下「補助対象住宅」という。）

は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 町内に存在するもの 

（２） 昭和５６年５月３１日以前に建築し、工事着工したものであるもの（同年６

月１日以後に増築等を行ったものを含む。） 

（３） この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがないもの又はこの要綱に

基づく補助金と同種の補助金等を受けたことがないもの 

（４） 現に居住者がいるもの。ただし、建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事に

おいては、この限りでない。 

（５） 性能向上改修工事により建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び関係

法令の規定に違反するものでないもの 



3/19 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対

象者が行う次に掲げるものとする。 

（１） 木造戸建て住宅の性能向上改修工事 

（２） 建替え等に伴う木造戸建て住宅の除却工事 

２ 前項第１号に規定する補助対象工事は、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行

う工事又は省エネ改修工事と併せて施工できない耐震改修工事のいずれかを原則と

し、省エネ改修工事のみで実施するものは補助対象工事としない。 

（交付の対象となる経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事の実施に必要な経費のうち、

次に掲げるものに要する経費とする。ただし、第２号に規定する除却工事のうち空き

家の相続を伴う場合においては、相続開始日から起算して３年を経過する日の属する

年の翌年３月までに工事が完了するものに限る。 

（１） 補助対象住宅の性能向上改修工事 

（２） 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事 

（補助金の交付額） 

第７条 補助金の交付額は、次の表のとおりとする。ただし、算出した額に１，０００

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

工事区分 補助対象経費 補助率 上限額 

性能向上改修工事 耐震改修工事に要す

る経費 

補助対象経費の４

０％ 

４５万円 

省エネ改修工事に要

する経費 

補助対象経費の２

５％ 

１５万円 

建替え等に伴う除

却工事 

耐震改修工事に要す

る経費と除却工事に

要する経費のいずれ

か低い方 

補助対象経費の２

３％ 

３０万円 

（事前協議） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、性

能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事の実施に関する契約を補助対象工事を
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行う者（以下「施工事業者」という。）と締結する前に、当該工事について町長と必

要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。 

（補助金の交付申請） 

第９条 申請者は、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書（様式第１

号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付又は不交付の決定） 

第１０条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により交付を決定したときはみやこ町木造戸建て住宅性能向上

改修補助金交付決定通知書（様式第２号）により、不交付を決定したときはみやこ町

木造戸建て住宅性能向上改修補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申

請者に通知しなければならない。 

３ 町長は、第１項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金

の交付について条件を付すことができる。 

（補助金交付申請の取下げ） 

第１１条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定

者」という。）は、事情により補助対象工事を中止し、又は廃止する場合においては、

速やかにみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請取下届（様式第４号）

により町長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による取下げの届出があったときは、前条第１項の規定による交付決定

はなかったものとする。 

（補助対象工事の内容の変更） 

第１２条 交付決定者は、事情により補助対象工事の内容を変更するときは、速やかに

その変更の内容について町長と協議をしなければならない。 

２ 交付決定者は、前項に規定する場合において、交付決定を受けた額の変更を伴うと

きは、必要に応じてみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金変更交付申請書（様

式第５号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による補助金の変更交付の申請があったときは、その内容を審

査し、その結果をみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金変更交付審査結果通知

書（様式第６号）により当該交付決定者に通知するものとする。 
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（補助対象工事の遂行） 

第１３条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適

切に補助対象工事を行わなければならない。 

（検査等） 

第１４条 町長は、必要と認める場合においては、性能向上改修工事の工程を指定し、

検査を実施することができる。 

２ 町長は、前項の規定による検査の結果、当該性能向上改修工事が適切に行われてい

ないと認める場合には、当該性能向上改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指

導するものとする。 

（実績報告） 

第１５条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかにみやこ町木造戸建

て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書（様式第７号）に関係書類を添えて町

長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１６条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る

補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを調査及び確認を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金額確定通知書（様式第

８号）により当該交付決定者に通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第１７条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、みやこ町木

造戸建て住宅性能向上改修補助金交付請求書（様式第９号）に関係書類を添えて町長

に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第１８条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金

を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第１９条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
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（２） 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。 

（３） 第１４条第２項の規定による指導に従わないとき。 

（４） その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項（第３号を除く。）の規定は、第１６条の規定により補助金の額の確定を行っ

た後においても適用する。 

３ 町長は、前２項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、みやこ町木

造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により当該交

付決定者に対し通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

第２０条 町長は、前条第１項及び第２項の規定により補助金の交付決定を取り消した

ときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、みやこ

町木造戸建て住宅性能向上改修補助金返還命令書（様式第１１号）により期限を定め

てその返還を命ずることができる。 

（書類の整備及び保存） 

第２１条 交付決定者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整備し、補

助金の交付決定を受けた年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 
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様式第１号（第９条関係） 

  年  月  日  

みやこ町長 様 

申請者 郵便番号               

住  所               

氏
ふり

  名
がな

               

生年月日     年   月   日 

電話番号               

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書 

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金の交付を受けたいので、みやこ町木造戸建

て住宅性能向上改修補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて

申請します。 

なお、私は、みやこ町暴力団排除条例（平成２２年みやこ町条例第１号）の趣旨に基づ

き、必要に応じて氏名、生年月日等を行橋警察署に照会することに同意します。 

 

記 

 

１ 補助対象経費の額     

２ 補助金交付申請額     

３ 補助対象住宅の概要 

所 在 地  

建 築 時 期 明治 ・大正 ・ 昭和   年   月 

構 造 木造   階建て 

規 模 
延べ床面積          ㎡ 

（うち住宅の用に供する部分の床面積       ㎡） 

所 有 者           （申請者との関係：   ） 

居 住 者           （申請者との関係：   ） 
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４ 補助対象工事の概要 

補助金申請区分 □性能向上改修工事    □建替え等に伴う除却工事 

施工事業者 名 称  

所 在 地  

電話番号  

工 期 年  月  日～    年  月  日 

５ 補助対象経費及び申請額の概要 

工事区分 対象経費（工事費） 補助率 申請額 上限額 

耐震改修工事 円 ４０％ ①      円 ４５万円 

省エネ改修工事 円 ２５％ ②      円 １５万円 

補助金対象経費 円 －        円 － 

６ 補助対象経費及び申請額の概要 

工事区分 対象経費（工事費） 補助率 申請額 上限額 

耐震改修工事 円 － 対象経費の低い方に

補助率を乗じて算出 
－ 

除却工事 円 － 

補助金対象経費 円 ２３％        円 ３０万円 

７ 添付書類 

（１） 申請に係る補助対象住宅の登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者等

が分かる書類（所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者１人分を添付す

ること。） 

（２） 建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日等を明ら

かにする書類 

（３） 耐震診断結果報告書 

（４） 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事費概算

見積書（いずれも自由様式。ただし、施工事業者の押印のあるもの） 

（５） 申請日現在、町に対する支払の義務がある案件全てに滞納がない世帯に属する

者であることが分かる書類（納付状況確認書） 

（６） その他町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第１０条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

みやこ町長        印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日に申請のあったみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金につ

いて、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、

下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 交付決定額 

 

 

３ 交付の条件
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様式第３号（第１０条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

みやこ町長          印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日に申請のあったみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金につ

いて、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、

下記のとおり不交付とすることに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 不交付の理由 
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様式第４号（第１１条関係） 

 

   年   月   日  

 

みやこ町長  様 

 

申請者  住  所             

氏  名             

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請取下届 

 

  年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定があったみやこ町木造戸

建て住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付

要綱第１１条第１項の規定により、下記の理由により申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 取下げの理由 
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様式第５号（第１２条関係） 

   年   月   日  

 

みやこ町長  様 

 

申請者  住  所              

氏  名              

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金変更交付申請書 

 

  年  月  日付け   第   号で補助金の交付決定があったみやこ町木造

戸建て住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交

付要綱第１２条第２項の規定により、下記のとおり補助対象工事の内容を変更したいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 変更申請の理由 
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３ 補助対象工事の変更概要 

工事の期間 変更前    年  月  日 ～   年  月  日 

変更後    年  月  日 ～   年  月  日 

交付申請額 変更前                    円 

変更後                    円 

変
更
交
付
申
請
額
の
算
出 

工事区分 補助対象経費（工事費） 補助率 算出額（１,０００円未満切捨て） 

性
能
向
上
改
修
工
事 

耐震 
改修 
工事 

円 ４０％ 
円 

上限４５万円 

省エネ
改修 
工事 

円 ２５％ 
円 

上限１５万円 

交付 

申請額 
 円 

建
替
え
等
に
伴
う
除
却
工
事 

耐震 
改修 
工事 

円 ４０％ 
円 

上限４５万円 

省エネ
改修 
工事 

円 ２５％ 
円 

上限１５万円 

交付 

申請額 
 円 

※工事の期間については、工事を開始した年の翌年３月までとする。 

４ 変更の項目、内容及び理由 

変更項目 
変更内容 

変更理由 
変 更 前 変 更 後 

    

５ 添付書類 

 （１） 変更内容を明らかにする書類 

（２） その他町長が必要と認める書類 
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様式第６号（第１２条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

みやこ町長          印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金変更交付審査結果通知書 

 

  年  月  日に変更交付の申請があったみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修

補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱第１２条第３項の

規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 決定内容 

 

 

３ 決定理由 

 

 

４ 変更交付決定額 
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様式第７号（第１５条関係） 

年   月   日  

 

みやこ町長 様 

 

申請者 住  所                

氏  名                

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書 

 

  年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定（変更交付決定）が

あったみやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性

能向上改修補助金交付要綱第１５条の規定により、下記のとおり補助対象工事が完了した

ので、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

２ 補助金の交付決定額及び精算額 

   補助金交付決定額                       

   補助金精算額                         

３ 補助対象工事の実施期間 

       年  月  日 ～     年  月  日 

４ 添付書類 

 （１） 全ての施工箇所の写真（施工前及び施工後） ※施工内容が確認できるもの 

 （２） 施工事業者と締結した契約書の写し 

 （３） 補助対象工事に要した費用に係る施工事業者からの請求書の写し 

 （４） その他町長が必要と認める書類 
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様式第８号（第１６条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

みやこ町長        印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金額確定通知書 

 

  年  月  日に事業完了実績報告があったみやこ町木造戸建て住宅性能向上改

修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱第１６条の規定

により、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 補助金確定額 
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様式第９号（第１７条関係） 

年   月   日  

みやこ町長  様 

 

申請者 住  所                 

氏  名              ㊞  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付請求書 

 

  年  月  日付け   第   号で補助金の額の確定があったみやこ町木造

戸建て住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交

付要綱第１７条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて補助金の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求額                

  

２ 振込先口座 

金融機関名  

支店名等  

預金の種類  

口座番号  

フリガナ  

口座名義人 
 

 

３ 添付書類 

 施工事業者に費用を支払ったことを証する領収書の写し 
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様式第１０号（第１９条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

みやこ町長         印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付決定取消通知書 

 

  年  月  日付け   第    号で交付決定があったみやこ町木造戸建て

住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

第１９条の規定により、下記のとおり交付決定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 取消しの範囲 

 

 

３ 取消しの理由 

 

 

４ 取消額 

（交付決定額         に係る。） 
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様式第１１号（第２０条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

みやこ町長          印  

 

みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助金返還命令書 

 

  年  月  日付け   第   号で補助金の交付決定を取り消したみやこ町

木造戸建て住宅性能向上改修補助金について、みやこ町木造戸建て住宅性能向上改修補助

金交付要綱第２０条の規定により、下記のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地 

 

 

２ 返還額 

（交付決定取消額       に係る。） 

 

 

３ 返還期限 

        年  月  日まで 

 

 

４ みやこ町補助金等交付規則に基づき、原則として別途加算金の納付を命ずる。 


